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 室内のホコリ（室内塵）・糞・破片

卵白（鶏） 海老 チリダニ類

卵黄（鶏） 蟹 ホコリダニ類

牛乳 鱈 ケナガコナダニ類

山羊乳 マグロ ニクダニ類

豆乳 鮭 ササラダニ類

大豆 サバ 昆虫類

ピーナッツ ムラサキカイ ゴキブリ類

アーモンド ロブスター チャタテムシ類

ココナッツ 鶏肉 ユスリカ類

ハシバミ 牛肉 蚊類

小豆 豚肉 キクイムシ類

カシューナッツ マスタード ハチ類

えんどう豆 ビール酵母 寄生虫類

大麦 ゴマ カイチュウ

小麦 オレンジ ギョウチュウ

カゼイン イチゴ 住血吸虫

ライ麦 キウイ 真菌（カビ）類

オート麦 リンゴ ペニシリウム

蕎麦 メロン アルテルナリア

米 パイナップル カンジタ

トウモロコシ ドリアン アスペリギウス

人参 切り花・生花類 ムコール

トマト ドライフラワー類 動物性アレルゲン（フケ）

じゃがいも 花粉症植物類 犬・毛・フケ

タマネギ 家具材 猫・毛・フケ

ニンニク 貴金属類 ハムスター・毛・フケ・糞

*人工甘味料 *香辛料（胡椒等） 人のフケ・垢

*天然甘味料 *人工着色料 鶏類の羽毛・フケ・糞

*化学調味料 *文具類各種

食生活環境関連（食餌性）

表12-1　生活物質とアレルゲン

 



・ P.123 ２．レジオネラ対策 

誤： ３）レジオネラ属菌の感染予防：レジオネラ防止指針（別添） 

正： ３）レジオネラ属菌の感染予防：レジオネラ防止指針 
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＊措置命令等 

＊事業の認可等 

＊改善命令等 

＊敷設工事の 

設計の確認 

＊改善命令等 

○施設整備に要する費用の補助 

○事業の認可等 
○改善命令等 

○指導・監督 

○監督 

国 
○水質基準、施設

基準の策定 

水資源開発公団 
○水資源開発促進法 

による水資源開発 

基本計画に基づき、 

ダム、水路等の 

水資源開発施設を 

建設する 

都道府県 
○ 広 域 的 水

道 整 備 計 画

の策定 

 
専用水道 

 
簡 易 専 用

水道 

寄宿舎、社宅、療養所等にお

ける自家用の水道であって、

100 人を越える居住者に 

給水するもの* 

水道水を使用するビル、 

マンション等の水道であって

受水槽の有効容量の合計が 

10m3 を超えるもの 

 
水道事業等 

・給水人口 5 万人以下の水道事業 

・１日最大給水量 25,000m3 以下の水道

用水供給事業 

・給水人口 5 万人超の水道事業 

・1 日最大給水量 25,000m3 超の水道用

水供給事業 

水道事業（市町村営等） 

水道用水供給事業 

（府県営、一部事務組合等） 


